
ア.設けている 20

イ.設けていない 18

市民向市民向市民向市民向けけけけ相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口

イイイイ....設設設設けていないけていないけていないけていない47%47%47%47% アアアア....設設設設けているけているけているけている53%53%53%53%

平成平成平成平成 18181818 年度年度年度年度「「「「高高高高齢者齢者齢者齢者・・・・障害者障害者障害者障害者のののの権利擁護体制整備権利擁護体制整備権利擁護体制整備権利擁護体制整備にににに関関関関するするするする状況調査状況調査状況調査状況調査」」」」結果結果結果結果    

沖 縄 県 社 会 福 祉 協 議沖 縄 県 社 会 福 祉 協 議沖 縄 県 社 会 福 祉 協 議沖 縄 県 社 会 福 祉 協 議 会会会会    

沖縄県福祉沖縄県福祉沖縄県福祉沖縄県福祉サービスサービスサービスサービス利用支援利用支援利用支援利用支援センターセンターセンターセンター    

 ○ 調査対象：沖縄県全市町村（高齢者・障害関係部署） 合計 41箇所 ○ 調査方法：アンケート形式 郵送による発送／返送による回答・ＦＡＸによる回答 ○ 発送日：平成 18年 10月 5日 （締切日：11月 6日） ○ 回収率：92.7％（38/41） ○ 調査結果：下記の通り 
 

1.1.1.1.権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護にににに関関関関するするするする市民向市民向市民向市民向けけけけ相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口がありますかがありますかがありますかがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  窓口体制については、専用の窓口や相談日を設置しているわけではなく、担当課にて相談があり次第随時対応している市町村が多い。 
 ★★★★窓口体制窓口体制窓口体制窓口体制についてについてについてについて（（（（自由記述自由記述自由記述自由記述））））    ・今は特に窓口を設置していないが、今後社会福祉課を窓口として予定している。 ・相談員 1名（兼任） 相談日は特に設定していない。 ・相談窓口という形態では設置していないが、通常業務の一貫で相談・助言等を実施している。 ・民生課相談窓口（1名） 月～金（祝日を除く）8：30～17：15  人権・行政・法律相談 毎  月第 3木曜日 10：00～16：00 ・専門の窓口ではなく、通常の福祉業務と兼務で実施している。 ・各担当職員が相談対応。専用の窓口は特に無し。業務中に主に相談。特に相談日は設けていな  い。 ・高齢・障がい福祉課長がそのつど相談があれば対応している。 
    ★★★★相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの広報広報広報広報についてについてについてについて    ・特に広報はしていない。 ・パンフレット・ポスター等を役場や保健福祉センターで掲示、配布。 ・人権・行政・法律相談は広報に情報を掲載。 ・役場ホームページにて情報掲載。

（箇所） 



ア.月に5回以上 1イ.月に3～4回 1ウ.月に1～2回 3エ.2ヶ月に1回程度 6オ.ほとんど連携なし 28
権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護にににに関関関関してしてしてして連携連携連携連携したしたしたした回数回数回数回数イイイイ....月月月月にににに3333～～～～4444回回回回3%3%3%3%ウウウウ....月月月月にににに1111～～～～2222回回回回8%8%8%8%エエエエ....2222ヶヶヶヶ月月月月にににに1111回程回程回程回程度度度度15%15%15%15%オオオオ....ほとんどほとんどほとんどほとんど連携連携連携連携なしなしなしなし71%71%71%71%

アアアア....月月月月にににに5555回以上回以上回以上回以上3%3%3%3%
2.2.2.2.権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護のののの相談相談相談相談でででで当該市町村社会福祉協議会当該市町村社会福祉協議会当該市町村社会福祉協議会当該市町村社会福祉協議会とのとのとのとの連携連携連携連携をとったことがありますかをとったことがありますかをとったことがありますかをとったことがありますか。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  権利擁護に関して、頻回に当該社協と連携を取っている市町村は 1 割程度である。（ただし、相談があった場合はその都度何らかの連携を取って対応している。） 
 ★★★★市町村社協市町村社協市町村社協市町村社協とのとのとのとの連携連携連携連携にににに関関関関してしてしてして    ・相談の実績がない。 ・権利擁護の相談が少なく、社協からも相談等が少ないため。 ・障害者や高齢者からの相談が少ないこともあるが、事例があれば社協との連携で村社協で対応  している。 ・相談件数が少ないため、発生主義で対応している。 ・定例の会議等はないが、事例が発生したときに、連絡をしている。 ・権利擁護の相談は主として町社協がおこなっているため。 ・福祉サービス等につなげるための情報提供程度のみ。また、月に何回も相談がある訳でもない  ので、連携とはいえない。 ・地域包括支援センターとしては月 1～2回程度連携をとっている ・相談が少ないため、必要に応じて連携している。 
 

 

 

（箇所） 



ア.設置が必要 6イ.設置可能であれば設置 11ウ.どちらでもよい 7エ.必要ない 11
当該市町村当該市町村当該市町村当該市町村へのへのへのへの権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護センターセンターセンターセンター設置設置設置設置

ウウウウ....どちらでもよいどちらでもよいどちらでもよいどちらでもよい20%20%20%20%
エエエエ....必要必要必要必要ないないないない31%31%31%31% アアアア....設置設置設置設置がががが必要必要必要必要17%17%17%17%

イイイイ....設置可能設置可能設置可能設置可能であであであであればればればれば設置設置設置設置32%32%32%32%

3.3.3.3.当該市町村当該市町村当該市町村当該市町村のののの地域福祉権利擁護地域福祉権利擁護地域福祉権利擁護地域福祉権利擁護センターセンターセンターセンターのののの設置設置設置設置についてについてについてについて    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「必要性を感じる」市町村と「必要性を感じない」市町村が約半々の結果になったが、各市町村の温度差が出る結果となった。 
 ★★★★センターセンターセンターセンター設置設置設置設置がががが必要必要必要必要とととと考考考考えるえるえるえる理由理由理由理由についてについてについてについて    ・認知症高齢者増を感じる。また、知的障害者等が在宅となることが考えられる。その方々の支  援が必要になる。 ・今後権利擁護等が増えるだろうと思うが、財政面での困難さがある。 ・基幹的社協まで遠いため、利用者にとってはセンターが近い方がいいと考える。 ・年々高まりを見せている障がい者の権利意識を体系的に支援する機関は必要。 ・権利擁護に関する相談は複雑かつ慎重を要すると思うので、やはり専門員を配置した方がよい  と思う。 ・地域に密着したサービスが可能になる。 ・権利擁護事業への理解と相談が容易になる。 ・社協の担当者のみでは、対応が不十分。 ・権利擁護として相談があった場合、対応するために必要と思う。 
 

（箇所） 



ア.設置している 20

イ.設置していない 18

要綱整備状況要綱整備状況要綱整備状況要綱整備状況 アアアア....整備整備整備整備しているしているしているしている40%40%40%40%
ウウウウ....今後調整今後調整今後調整今後調整16%16%16%16%

エエエエ....定定定定めていないめていないめていないめていない41%41%41%41%
イイイイ....事務分掌事務分掌事務分掌事務分掌でででで担担担担当当当当をををを明記明記明記明記3%3%3%3%

相談窓口設置状況相談窓口設置状況相談窓口設置状況相談窓口設置状況

アアアア....設置設置設置設置しているしているしているしている53%53%53%53%イイイイ....設置設置設置設置していないしていないしていないしていない47%47%47%47%

4.4.4.4.成年後見制度成年後見制度成年後見制度成年後見制度についてについてについてについて    （（（（1111））））成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立についてについてについてについて    ①①①①成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立についてのについてのについてのについての要綱要綱要綱要綱をををを整備整備整備整備していますかしていますかしていますかしていますか    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市町村長申立の「要綱を整備している」のは１５ヶ所（４０％）。「要綱を整備していない」のは２２ヶ所（６０％）。「要綱を整備していない」２２ヶ所のうち「事務分掌で担当を明記」しているのが１ヶ所、「今後調整予定」が６ヶ所となっている。 
 ②②②②成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立にににに関関関関するするするする相相相相談窓口談窓口談窓口談窓口をををを設置設置設置設置していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★★★★相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口のののの広報方法広報方法広報方法広報方法    ・村広報誌の活用。 ・パンフレット・ポスター等での掲示及び配布。 ・市民向けリーフレットを作成し、各担当窓口に設置。 ・問合せがあった場合に、相談窓口を説明。 ・市民向けパンフレットを作成している。 ・やっていない。今後やりたい。 

ア.整備している 15イ.事務分掌で担当を明記 1ウ.今後調整 6エ.定めていない 15（箇所） 

（箇所） 



ア.実績がある 13

イ.実績はない 25

成年後見制度市町村長申立実績成年後見制度市町村長申立実績成年後見制度市町村長申立実績成年後見制度市町村長申立実績アアアア....実績実績実績実績があるがあるがあるがある34%34%34%34%イイイイ....実績実績実績実績はないはないはないはない66%66%66%66%

③③③③成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立にににに関関関関するするするする予算措置予算措置予算措置予算措置をしていますかをしていますかをしていますかをしていますか。。。。    
             （箇所） ア.措置済み 15 イ.次年度以降措置予定 3 ウ.措置予定なし 16 エ.流用・補正で対応 3 
 

 ※予算措置状況については別紙参照 
 

 

 

  市町村長申立の「予算措置している」のは１５ヶ所（４１％）。「予算措置していない」のが２２ヶ所（５９％）。「予算措置していない」２２ヶ所のうち、「流用・補正で対応」が３箇所、「次年度以降措置予定」が３ヶ所となっている。 
 ④④④④成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立のののの実績実績実績実績がありますかがありますかがありますかがありますか。。。。平成平成平成平成 15151515 年度年度年度年度からのからのからのからの実績実績実績実績でおでおでおでお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  「実績がある」と応えた市町村は 13ヶ所。それに対し「実績はない」と応えた市町村は 25ヶ所ある。 
 ★★★★検討検討検討検討したがしたがしたがしたが申立申立申立申立にににに至至至至らなかったらなかったらなかったらなかったケースケースケースケースのののの理由等理由等理由等理由等    ・申立費用も高く、また身元引受人にもなれないので。 ・申立が取り下げになったケース 1件（裁判所が調査の結果、後見人となる親族がいたため） ・親族の協力が得られなかった。権利擁護事業で対応。4親等内親族の意思確認に時間を要して  いる。 ・本市で公用申請、戸籍取り寄せ支援を行い、親族に確認したところ親族申立による了解が得ら  れたため、市長申立に至らなかった。 

※申立実績状況については別紙参照 
（箇所） 

予算措置状況予算措置状況予算措置状況予算措置状況
ウウウウ....措置予定措置予定措置予定措置予定なしなしなしなし43%43%43%43%

アアアア....措置済措置済措置済措置済みみみみ41%41%41%41%エエエエ....流用流用流用流用・・・・補正補正補正補正でででで対対対対応応応応8%8%8%8%
イイイイ....次年度以降措次年度以降措次年度以降措次年度以降措置予定置予定置予定置予定8%8%8%8%



認知症高齢者 知的障害者 精神障害者ア.多い 5 1 2イ.あまりない 19 22 22ウ.わからない 12 14 14
市町村長申立市町村長申立市町村長申立市町村長申立ののののニーズニーズニーズニーズ

イイイイ....あまりないあまりないあまりないあまりない58%58%58%58%
ウウウウ....わからないわからないわからないわからない37%37%37%37% アアアア....多多多多いいいい5%5%5%5%

市町村長申立市町村長申立市町村長申立市町村長申立ののののニーズニーズニーズニーズアアアア....多多多多いいいい3%3%3%3%
イイイイ....あまりないあまりないあまりないあまりない59%59%59%59%

ウウウウ....わからないわからないわからないわからない38%38%38%38%
市町村長申立市町村長申立市町村長申立市町村長申立ののののニーズニーズニーズニーズアアアア....多多多多いいいい14%14%14%14%

イイイイ....あまりないあまりないあまりないあまりない53%53%53%53%
ウウウウ....わからないわからないわからないわからない33%33%33%33%
⑤⑤⑤⑤成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立ののののニーズニーズニーズニーズはありますかはありますかはありますかはありますか    
 

（（（（認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者））））                                                            （（（（知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者））））    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  市町村長申立について、認知症高齢者対象のニーズが「多い」と回答したのは５ヶ所（１４％）となっており、知的障害者（３％）、精神障害者（５％）と比べ高くなっている。しかし、全体的にみると「多い」と回答したのは７％にとどまっており、全体的にニーズは「あまりない（５７％）」結果となっている。また、全体の３６％が「わからない」となっている。 
 

（箇所） 



認知症高齢者 知的障害者 精神障害者ア.増える 17 10 12イ.あまり増えない 10 11 9ウ.分からない 11 17 17

市町村長申立市町村長申立市町村長申立市町村長申立のののの今後今後今後今後
アアアア....増増増増えるえるえるえる45%45%45%45%

イイイイ....あまりあまりあまりあまり増増増増えなえなえなえないいいい26%26%26%26%
ウウウウ....分分分分からないからないからないからない29%29%29%29% 市町村長申立市町村長申立市町村長申立市町村長申立のののの今後今後今後今後アアアア....増増増増えるえるえるえる26%26%26%26%

イイイイ....あまりあまりあまりあまり増増増増えなえなえなえないいいい29%29%29%29%
ウウウウ....分分分分からないからないからないからない45%45%45%45%

市町村長申立市町村長申立市町村長申立市町村長申立のののの今後今後今後今後アアアア....増増増増えるえるえるえる32%32%32%32%
イイイイ....あまりあまりあまりあまり増増増増えなえなえなえないいいい24%24%24%24%

ウウウウ....分分分分からないからないからないからない44%44%44%44%

⑥⑥⑥⑥成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立成年後見制度市町村長申立ののののニーズニーズニーズニーズはははは今後増今後増今後増今後増えるとえるとえるとえると思思思思いますかいますかいますかいますか    
 

（（（（認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者））））                                                                （（（（知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者））））    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者）））） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  今後のニーズについて、認知症高齢者対象のニーズが「増える」と回答したのは１７ヶ所（４５％）で、現在のニーズと同様に、知的障害者（２６％）、精神障害者（３２％）と比べ高くなっている。全体的には「増える」と回答したのは３４％であり、「あまり増えない」（２６％）を上回る結果となっており、今後ニーズが増えることが予想される。また、全体の４０％が「分からない」となっている。 
 ★★★★認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者認知症高齢者ののののニーズニーズニーズニーズがががが「「「「増増増増えるえるえるえる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした理由理由理由理由    ・親族間の希薄さが目だってきていると思う ・高齢者人口の増加と社会的入院患者が高齢化し、介護サービスの必要性が出てくることから増  加すると思われる ・独居高齢者の増加と低所得により家族が親の年金を使い込むケース、また家族支援が得られな  い高齢者が増えているように感じる 

（箇所） 



・高齢者人口の増加に伴い認知症高齢者も増えることが予想されているため。また、本人に代わ  る親族代理人が不在というケースが今後表面化することも予測される。 ・独居及び身寄りのない高齢者（施設入所）などが増加傾向にあるため ・独居世帯の増加、経済的虐待の把握により増えると考える。 ・世帯の核家族化による関わりの薄れ。認知症高齢者の増加。関係機関や市民への制度の浸透 ・成年後見制度の周知。身寄りのいない高齢者の増加。 ・介護保険法の改正に伴って増加する。 ・成年後見制度についての問合せや相談が数件ある。 ・独居の高齢者が増えているため、増える可能性が考えられる。 ・島外からの移住者が増えている。 
    ★★★★知的障害者知的障害者知的障害者知的障害者ののののニーズニーズニーズニーズがががが「「「「増増増増えるえるえるえる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした理由理由理由理由    ・親族間の関係の希薄さが目立ってきていると思う。 ・障害者自立支援法の施行により、知的障害者がサービス利用をするための契約が必要なため増  加すると思われる。 ・本人に代わり契約等の法律行為を行える代理人がいないというケースが今後表面化するので  は？また、脱施設化の傾向は今後も続くと予想されるため。 ・自立支援法施行により、相談事業を新たに行うため、市町村長申立のニーズは増えると思う。 ・施設入所の保護者の高齢化。 ・現在、施設入所者の契約は保護者等が行っていた現状があるが、今後、対象者が一人になった  時に、増えてくると思われる。 ・現在、知的障害者については特に相談がないが、介護者及び親族が高齢化した場合は、増える  ことも予想される。 ・障害者自立支援法の制定に伴って増加する。 ・福祉サービス等の見直しにより、利用の調整等、複雑になっており、障害者本人が行うことが  難しく、今後増えることが考えられる。知的・精神に関しては家族等が拒否するケースも少な  くいない。 
 ★★★★精神障害者精神障害者精神障害者精神障害者ののののニーズニーズニーズニーズがががが「「「「増増増増えるえるえるえる」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした理由理由理由理由    ・親族間の関係の希薄さが目立ってきていると思う。 ・障害者自立支援法の施行により、精神障害者がサービスを利用するための契約等で増加すると  思われる。 ・長期入院で家族と何十年も連絡をとっておらず、病院が管理しているケース等が多い。 ・長期入院患者の高齢化や退院促進事業に伴い、医療機関から地域へ移って生活する方々が今後  増えるため。 ・自立支援法施行により、相談事業を新たに行うため、市町村長申立のニーズは増えると思う。 ・長期入院者の退院促進。保護者の高齢化。 ・2親等までの調査に変わり、事務作業の迅速化が図れる。 ・自分でお金の管理をできる人が少ない。 ・福祉サービス等の見直しにより、利用の調整等、複雑になっており、障害者本人が行うことが  難しく、今後増えることが考えられる。知的・精神に関しては家族等が拒否するケースも少な  くいない。 



ア.助成がある 1

イ.助成なし 34

ウ.助成なし、検討必要 3

独自独自独自独自のののの経費経費経費経費・・・・報酬助成報酬助成報酬助成報酬助成
イイイイ....助成助成助成助成なしなしなしなし89%89%89%89%

ウウウウ....助成助成助成助成なしなしなしなし、、、、検討検討検討検討必要必要必要必要8%8%8%8% アアアア....助成助成助成助成があるがあるがあるがある3%3%3%3%

（（（（2222））））成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業（（（（申立経費申立経費申立経費申立経費・・・・後見人報酬後見人報酬後見人報酬後見人報酬のののの助成助成助成助成））））についてについてについてについて    ①①①①成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業をををを予算措置予算措置予算措置予算措置していますかしていますかしていますかしていますか。。。。    
 

 

             （箇所） ア.措置済み 17 イ.次年度以降措置予定 3 ウ.措置の予定なし 16 エ.流用・補正で対応 2 
 

 

 

 

 

  利用支援事業の「予算措置している」のは１７ヶ所（４５％）。「予算措置していない」のが２１ヶ所（５５％）。「予算措置していない」２１ヶ所のうち、「流用・補正で対応」が２ヶ所（５％）、「次年度以降措置予定」が３ヶ所（８％）となっている。 
 ②②②②成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業成年後見制度利用支援事業のののの実績実績実績実績についてについてについてについて、、、、平成平成平成平成 15151515 からからからから平成平成平成平成 17171717 年度年度年度年度までまでまでまで対象区分別対象区分別対象区分別対象区分別でででで人数及人数及人数及人数及びびびび金額金額金額金額をごをごをごをご記入記入記入記入くださいくださいくださいください。。。。    
 （別紙参照） 
 ③③③③成年後見制度利用支援事業以外成年後見制度利用支援事業以外成年後見制度利用支援事業以外成年後見制度利用支援事業以外でのでのでのでの、、、、当該市町村独自当該市町村独自当該市町村独自当該市町村独自のののの成年後見制度申立経費成年後見制度申立経費成年後見制度申立経費成年後見制度申立経費・・・・後見人後見人後見人後見人のののの報酬報酬報酬報酬等等等等のののの助成助成助成助成がありますかがありますかがありますかがありますか    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  独自の「助成がある」のは１ヶ所（３％）。「助成なし」が３７ヶ所（９７％）と独自の助成はほとんど行っていない。 

※予算措置状況については別紙参照 

（箇所） 

予算措置状況予算措置状況予算措置状況予算措置状況
アアアア....措置済措置済措置済措置済みみみみ45%45%45%45%ウウウウ....措置措置措置措置のののの予定予定予定予定ななななしししし42%42%42%42% イイイイ....次年度以降措次年度以降措次年度以降措次年度以降措置予定置予定置予定置予定8%8%8%8%

エエエエ....流用流用流用流用・・・・補正補正補正補正でででで対対対対応応応応5%5%5%5%



ア.確保している 2イ.確保していないが必要 13ウ.必要ない 3エ.分からない 20

ア.必要 18イ.必要ない 2ウ.分からない 18

第三者後見人等第三者後見人等第三者後見人等第三者後見人等のののの確保確保確保確保アアアア....確保確保確保確保しているしているしているしている5%5%5%5% イイイイ....確保確保確保確保していないしていないしていないしていないがががが必要必要必要必要34%34%34%34%ウウウウ....必要必要必要必要ないないないない8%8%8%8%エエエエ....分分分分からないからないからないからない53%53%53%53%

法人後見法人後見法人後見法人後見をををを担担担担うううう機関機関機関機関のののの必要性必要性必要性必要性
アアアア....必要必要必要必要48%48%48%48%イイイイ....必要必要必要必要ないないないない5%5%5%5%

ウウウウ....分分分分からないからないからないからない47%47%47%47%

（（（（3333））））市町村市町村市町村市町村におけるにおけるにおけるにおける第三者後見人等候補者第三者後見人等候補者第三者後見人等候補者第三者後見人等候補者のののの確保確保確保確保についてについてについてについて    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  第三者後見人を「確保している」が２ヶ所（５％）。「確保していない」が３６ヶ所（９５％）となっている。「確保していない」の回答のうち、「確保していないが必要」１３ヶ所（３４％）、「必要ない」３ヶ所（８％）、「分からない」が２０ヶ所（５３％）となっており、第三者後見人候補者又は第三者後見人候補者を抱える機関が少ない状況が伺える結果となった。 
 ★★★★確保確保確保確保のののの方法方法方法方法についてについてについてについて    ・成年後見パートナー（社会福祉士会）。 ・後見人については、裁判所に選定調査をお願いしている。 ・沖縄県社会福祉士会と連携。しかし、県福祉士会でも後見人不足が起きているため、今後さら  に支援団体を増やしていくことを検討中。 ★★★★今後今後今後今後のののの予定予定予定予定などなどなどなど    ・今後身寄りのない独居老人が増えて、相談に対応することで必要だと思う。 ・社会福祉士・司法書士・弁護士の資格を有するものが少なく、申立ができない状態にある。 
 （（（（4444））））法人後見法人後見法人後見法人後見についてについてについてについて    ①①①①法人後見法人後見法人後見法人後見をををを担担担担うううう機関機関機関機関のののの必要性必要性必要性必要性をををを感感感感じますかじますかじますかじますか    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  法人後見について、「必要である」が１８ヶ所（４８％）あり、「必要ない」が２ヶ所（５％）、「分からない」が１８ヶ所（４７％）となっている。 

（箇所） 

（箇所） 



ア.第三者後見人を担う人材不足 13イ.高額な報酬を支払う経済力がない 2ウ.その他 3

法人後見法人後見法人後見法人後見がががが必要必要必要必要とととと回答回答回答回答したしたしたした理由理由理由理由

アアアア....第三者後見人第三者後見人第三者後見人第三者後見人をををを担担担担うううう人材不足人材不足人材不足人材不足72%72%72%72%
イイイイ....高額高額高額高額なななな報酬報酬報酬報酬をををを支支支支払払払払うううう経済力経済力経済力経済力がないがないがないがない11%11%11%11% ウウウウ....そのそのそのその他他他他17%17%17%17%

②①②①②①②①のののの設問設問設問設問でででで「「「「アアアア....必要必要必要必要であるであるであるである」」」」とととと回答回答回答回答したしたしたした場合場合場合場合におにおにおにお答答答答えくださいえくださいえくださいえください。。。。そのそのそのその理由理由理由理由をををを答答答答えてくださいえてくださいえてくださいえてください。。。。    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     法人後見の必要な理由について、「第三者後見人を担う人材不足」が１３ヶ所（７２％）、「経済力がない」が２ヶ所（１１％）となっている。第三者後見人候補者の人材不足のため制度を利用できないケースがあることが予想される。     ★★★★法人後見法人後見法人後見法人後見をををを担担担担うううう機関機関機関機関のののの必要性必要性必要性必要性についてについてについてについて    ・後見人に事故が生じた場合、個人後見よりも法人後見のほうが支援が途切れることなく対応で  きるため。 ・法人後見の周知。協力法人のリスト作成が必要と感じる。 ・個人とは異なり、組織的な対応ができる。 ・経験やノウハウの蓄積ができる。 ・個人で後見人となるのは責任が重すぎるが、組織として受けることができれば第三者が補助で  きる部分がかなりあると思われる。反面、責任がうやむやになる可能性もあり、きちんとした  責任所在の体制は必要である。 
 

（箇所） 


